
役員変更登記に必要な書類
　役員変更登記には、就任を承諾したことを証する
書面、選任に関する書面など、添付書類が法定され
ています。
　登記の必要書類は図表にまとめた通りです。

Ⅶ

【社団法人】
添付書面 対象者

1 社員総会議事録 ●理事・監事・会計監査人（みなし再任含む）の選任をした議事録

2 理事会議事録
（又は理事の互選書）

●代表理事を選定した議事録
　押印する印鑑は58頁 第 3 部 1 章Ⅴ　参照

3
就任承諾書 理事

監事
会計監査人（＊）

●議事録の記載を援用する場合は省略可（57頁 第 3部 1章Ⅳ 1　参照）
　会計監査人のみなし再任の場合は不要
　（理事会非設置

4 4 4

社団法人の場合
　新任の理事は個人実印を押印）

4
就任承諾書 代表理事 ●新任：個人実印

●再任：署名又は記名
●理事会非設置

4 4 4

社団法人：署名又は記名

5
本人確認証明書
（住民票等）
（67頁 第 3部 1章Ⅶ 1⑵　参照）

新任理事
新任監事

●異なる資格の役員となる場合も必要
　（例：理事であった者が監事に就任）
● 申請書に印鑑証明書を添付する場合は不要（印鑑証明書で代用可）。

6
印鑑証明書 （代表理事）

（理事）
（監事）

● 代表理事を選定した際に必要となる場合がある。（69頁 第 3 部 1 章
Ⅶ 1⑶　参照）
　（理事会非設置

4 4 4

社団法人の場合：新任の理事は常に必要）
　書類に個人実印を押印した者は、印影の確認のため、印鑑証明書が必要。

7 旧氏を証する書面
（戸籍謄抄本など）

 旧氏の記録を
希望する役員

●希望する役員がいない場合は不要

8
会計監査人の資格を 証
する書面

会計監査人 ●みなし再任の場合を含む
●監査法人の場合：会社法人等番号
●公認会計士の場合：日本公認会計士協会発行の登録証明書

9

定款  添付が必要となる場合・退任（任期満了）を証する書面として添付す
る場合（議事録の記載を援用した場合は除く）
● 理事会議事録の押印を「出席した代表理事及び監事」と定めている場
合
●理事会を「決議の省略」で行った場合
● 理事会非設置

4 4 4

社団法人が、定款の定めにより「理事の互選」で代表
理事を選定した場合

10 印鑑（改印）届書 代表理事 必要な場合は、72頁 第 3 部 1 章Ⅸ 2　参照

辞任する理事・監事・会計監査人 辞任届 ●法務局に印鑑を届け出ている代表理事の場合：
　　法務局届出印
　　　又は
　　個人実印（市区町村長作成の印鑑証明書添付）
●その他の役員：署名又は記名

死亡の場合 死亡を証する書面（以下のいずれか 1つ）
　　①戸籍謄抄本、②死亡診断書、③住民票（除票）、
　　④遺族からの法人に対する死亡届
　　※葬儀の案内や新聞記事（訃報）は不可。

【社団法人：任期満了以外の原因で退任する場合】
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【財団法人】

添付書面 対象者

1 評議員会議事録 ●理事・監事・会計監査人（みなし再任含む）の選任をした議事録

2 理事会議事録 ●代表理事を選定した議事録
　押印する印鑑は58頁 第 3 部 1 章Ⅴ　参照

3 評議員の選任をした
議事録

●評議員会議事録
●評議員選定委員会議事録 など

4

就任承諾書 理事
監事
評議員
会計監査人（＊）

●議事録の記載を援用した場合は省略可（57頁 第 3部 1章Ⅳ1　参照）
※会計監査人のみなし再任の場合は不要

5 就任承諾書 代表理事 ●新任：個人実印
●再任：署名又は記名

6
本人確認証明書
（住民票等）
（ 67頁 第 3 部 1 章Ⅶ 1⑵　参照）

新任評議員
新任理事
新任監事

●異なる資格の役員となる場合も必要
　（例：理事であった者が監事に就任）
●申請書に印鑑証明書を添付する場合は不要（印鑑証明書で代用可）。

7
印鑑証明書 （代表理事）

（理事）
（監事）

● 代表理事を選定した際に必要となる場合がある。（69頁 第 3 部 1 章
Ⅶ 1⑶　参照）
　 書類に個人実印を押印した者については、印影の確認のため、印
鑑証明書が必要。

8
旧氏を証する書面
（戸籍謄抄本など）

 旧氏の記録を
希望する役員、
評議員

●希望する役員・評議員がいない場合は不要

9
会計監査人の資格を 証
する書面

会計監査人 ●みなし再任の場合を含む
●監査法人の場合：会社法人等番号
●公認会計士の場合：日本公認会計士協会発行の資格証明書

10

定款 添付が必要となる場合
●評議員を選任した場合
● 退任（任期満了）を証する書面として添付する場合（議事録の記載
を援用した場合は除く）
● 理事会議事録の押印を「出席した代表理事及び監事」と定めている
場合
●理事会を決議の省略の方法で行った場合

11 印鑑（改印）届書 代表理事 必要な場合は、72頁 第 3 部 1 章Ⅸ 2　参照

 辞任する理事・監事・評議員・会計監査人 辞任届 ●法務局に印鑑を届け出ている代表理事の場合：
　　法務局届出印
　　　又は 
　　個人実印（市区町村長作成の印鑑証明書添付）
●その他の理事・監事・会計監査人・評議員：
　　署名又は記名

死亡の場合 死亡を証する書面（以下のいずれか 1つ）
　①戸籍謄抄本、②死亡診断書、③住民票（除票）、
　④遺族からの法人に対する死亡届
　※葬儀の案内や新聞記事（訃報）は不可。

【財団法人：任期満了以外の原因で退任する場合】
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1 　理事・監事・評議員に準備してもらう書類

⑴ 　就任承諾書（就任を承諾したことを証する書
面）
①　就任承諾書の日付
　理事・監事・評議員は、社員総会・評議員会で選
任された後、本人が承諾することで就任します。そ
のため、就任承諾書に記載された日付が「就任日」
となります。
②　就任承諾書を「選任後（後日）」に取得する場合
　就任承諾書の日付が定時社員総会・定時評議員会
の開催日より後となっている場合、就任が遅れるこ
とになります。そのため、特に再任の役員について
は注意が必要です。

● 定時社員総会・定時評議員会の開催日（選任日）
が 6月10日
●就任承諾書の日付が 7月 1日の場合
　→ 定時社員総会・定時評議員会終結と同時に一旦

退任し、日付を空けての就任となる。
　→ 「 6 月10日退任」「 7月 1日就任」と登記（再
任であっても「 6月10日重任」とはならない）。

③　 就任承諾書を「事前」に取得する場合（代表理
事の就任承諾書を除く）

　定時社員総会・定時評議員会の開催日より前（選
任前）に就任承諾書を取得する場合は、選任される
ことを条件とする停止条件付きの記載とします。た
だし、代表理事は理事が前提資格となるため（理事
に就任してから代表理事に就任する）、代表理事の
就任承諾書については停止条件付きにはできません。

【就任承諾書の記載例】

就任承諾書
一般社団法人▲▲　御中

　私は、令和○年 6月10日開催の社員総会において、貴法人の理事に選任されたので、その就任を承諾い
たします。

　令和○年 6月10日

　　住所　東京都○○区××一丁目 2番 3号
　　氏名　○○○○

この日付が「就任日」となる。

署名又は記名

新任の場合は、住所が「本人確認証明書」と
一致しているか確認。

【就任承諾書の記載例：停止条件付】

就任承諾書
一般社団法人▲▲　御中

　私は、令和○年 6月10日開催の社員総会において、貴法人の理事に選任されたときは、その就任を承諾
いたします。

　令和○年 6月 1日

　　住所　東京都○○区××一丁目 2番 3号
　　氏名　○○○○ 署名又は記名

新任の場合は、住所が「本人確認証明書」と
一致しているか確認。
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④　住所の記載
　新任の理事・監事・評議員は、氏名及び住所の記
載が、本人確認証明書（67頁 第 3 部 1 章Ⅶ 1⑵　
参照）と同一である必要があります。まれに勤務先
の住所が記載されていることがありますので注意し
てください。
⑤　署名、押印
　署名又は記名で構いません。押印は必須ではあり
ませんが、記名（印字）の場合は、押印があった方
がよいです。なお、理事会非設置

4 4 4

社団法人の場合、
新任の理事は署名又は記名のみでは足らず、個人の
実印を押印します。
　就任承諾書を電磁的記録で作成した場合は、電子
署名が必要です（一般社団法人等登記規則 3条、商
業登記規則36条 3 項）。
⑥　就任承諾書のPDF
　署名又は記名した就任承諾書をスキャンした
PDFをメール添付で受け取った場合、PDFデータ
の取扱いは次のようになります。

● PDFに電子署名がされている
　・ PDF（電子署名付き）が「原本（電磁的記
録）」

　　・PDFをプリントアウトしたものは「コピー」
● PDFに電子署名がされていない
　・ スキャンされたもとの就任承諾書が「原本（書
面）」

　・PDFをプリントアウトしたものは「コピー」

⑵　本人確認証明書
　理事・監事・評議員の就任（再任を除く。）によ
る変更の登記の申請書には、就任承諾書に記載した
氏名及び住所と、同一の氏名及び住所が記載されて
いる市町村長その他の公務員が職務上作成した証明
書（当該理事等が原本と相違がない旨を記載した謄
本を含む。）を添付しなければなりません。これを
「本人確認証明書」と言います。

【本人確認証明書が必要な場合】

● 「新任」の理事・監事・評議員について必要（再
任の場合は不要）。
● 異なる資格の理事・監事・評議員に就任する場合
も必要（「理事」であった者が「監事」に就任す
る場合など）。
● 役員変更登記の申請書に印鑑証明書を添付する場
合は、当該役員については印鑑証明書を添付すれ
ば足りる（別途「本人確認証明書」を準備する必
要はない）。

【本人確認証明書の種類】
※いずれか 1つを準備します。

●住民票記載事項証明書（住民票）（※1）

●戸籍の附票
●運転免許証のコピー（※2）

●マイナンバーカードの表面のコピー（※3） 

※ 1 　個人番号が記載されていないもの。 
※ 2　 裏面もコピーし、「原本と相違がない。」と

記載して、本人が署名又は記名。
　　　 裏面を別の用紙にコピーした場合、 2枚とも

（表面・裏面コピー）同じように記載する。
※ 3　 表面（氏名・住所・生年月日及び性別が記載

されている面）のみをコピーし、「原本と相
違がない。」と記載して、本人が署名又は記
名。

　　　 裏面（個人番号が記載されている面）はコ
ピーしない。（裏面もコピーした場合、法務
局で受理されない可能性があるので注意。）

　　　 個人番号の「通知カード」は、本人確認証明
書としては使用できない。
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就任承諾書の記載と
同一の住所

有効期限内のもの

原本と相違がない。
（氏名）　　　署名　又は　記名　　

原本と相違がない。
（氏名）　　　署名　又は　記名　　

【運転免許証のコピーの場合の記入例】

【マイナンバーカードのコピーの場合の記入例】

原本証明文（原本と相違
がない。）を記載して、
署名又は記名する。

原本証明文（原本と相違
がない。）を記載して、
署名又は記名する。

就任承諾書の記載と
同一の住所

個人番号カード（顔写真付き）の
場合は、「表面のみ」コピーし、
同様に署名又は記名する
裏面（マイナンバーの記載がある
面）は、不要
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⑶ 印鑑証明書（理事・監事）
代表理事が変更となる場合に、理事・監事の印鑑
証明書が必要となるケースがあります（理事会非設

4 4

置
4

社団法人は、代表理事交代の有無に関わらず、新
任の理事について必要です。）。この印鑑証明書に
は、有効期限はありません。

【印鑑証明書の要否の確認方法 理事会設置社団法人及び財団法人の場合】

※新任の代表理事については、印鑑証明書は常に必要です（就任承諾書に個人実印を押印するため）。

理事・監事とも不要
（ただし、前代表理事であ
る監事が理事会議事録に
法務局届出印を押印）

新任代表理事・
監事が必要
（その他の理事は
不要）

理事・監事とも不要
（ただし、前代表理事である理
事又は監事は、理事会議事録に
法務局届出印を押印）

理事・監事
とも必要

NOYES

NOYES NOYES

NOYES NOYES

理事会議事録の押印者を「出席代表理事及び監事」
とする旨の定款の定めがある

理事・監事
とも不要

代表理事は退任するが、
監事に就任する場合

理事・監事
とも不要

代表理事は退任するが、
理事又は監事に就任する
場合

法務局に印鑑の届出を行っている
代表理事が、代表理事に再任する

法務局に印鑑の届出を行っている
代表理事が、代表理事に再任する
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2 　代表理事に準備してもらう書類

⑴　就任承諾書
　代表理事は、理事をその前提資格とするため、別
途、理事としての就任承諾書も必要になります。
①　就任承諾書の日付
　理事会等で代表理事に選定された後、本人が承諾
することで代表理事に就任します。そのため、就任
承諾書に記載された日付が「就任日」になります。
なお、理事に就任する前に代表理事に就任すること
はできませんので、理事としての就任承諾書の日付
にも注意しましょう。
②　署名、押印
　理事会非設置

4 4 4

の社団法人を除いて、新任の代表理
事は個人の実印を押印します。署名のみでは足りま
せん。
　再任の代表理事は、署名のみ又は記名でも構いま
せんが、記名の場合は押印（認印可）があった方が
よいでしょう。

⑵　印鑑証明書
　理事会非設置

4 4 4

の社団法人を除いて、新任の代表理
事は常に印鑑証明書が必要です。印鑑証明書には有
効期限はありませんが、印鑑登録をする代表理事は
「印鑑（改印）届書（72頁 3 部 1章Ⅸ 2　参照）」
との関係で、登記申請時点で発行日が 3か月以内と
なるものを準備します。
　再任の代表理事は、法務局へ印鑑の届出を行う場
合（例：現在届け出ている印鑑を「副会長印」から
「会長印」へ変更する場合など）のみ必要となり、
登記申請時点で発行日が 3か月以内となるものを準
備します。

3 　会計監査人に準備してもらう書類　

⑴　就任承諾書
　署名のみ又は記名で構いません。会計監査人の記
名押印のある監査契約書も、就任承諾書とみること
ができるとされています（『商業登記ハンドブッ
ク』松井信憲著）。
　なお、会計監査人について、定時社員総会・定時
評議員会で別段の決議がされず、再任されたものと
みなされた場合（みなし再任）は、就任承諾書の添
付は不要です。

⑵　会計監査人の資格を証する書面
　会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、
次に掲げる書面を添付しなければなりません（法人
法320条 3 項）。これは、みなし再任の場合も必要
です。

〈監査法人の場合〉 
登記事項証明書（又は代表者事項証明書）又は当該
監査法人の会社法人等番号の提供
〈個人の場合〉
 公認会計士であることを証する書面（日本公認会計
士協会発行の登録証明書）
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